
 

 

 

第３章 ともに考え、ともに創る 協働モデル事業 
 
 

29 

第３章 ともに考え、ともに創る 協働モデル事業 

 前章では、協働のまちづくりを側面から支える支援策について述べました。本章では、そ

のような支援体制の中で、豊明市は具体的にどのような事業を協働で実施していくのかにつ

いて述べていきます。 
 

１ 事業棚卸の概要 ～協働ですすめる事業を探る～ 

（１）先行して実施された行政評価制度 

 平成１８年度から、「協働で創るしあわせ社会」を基本理念とした第４次豊明市総合計画

がスタートしました。総合計画は、今後１０年間に、市が行う様々な施策の基本的な方針を

定めた重要な計画です。 
市では、この総合計画の進捗状況を管理していくために、第4次総合計画にあわせて行政
評価制度をスタートさせました。この制度では、基本施策を実現するための４４４事業が評

価の対象として選定されており、1事業ずつ行政評価シーﾄ（別紙1、2）が作成されていま
す。このシートにより、それぞれの事業ごとに定められた目標値が毎年何パーセント達成さ

れ、かつその経費はいくらだったかを明らかにし、事業の総合的な判定をしていくのです。 
 

 

（２）協働の視点で行政評価を補完する 

総合計画の進捗状況を客観的に分析するために始まった行政評価制度ですが、この行政評

価には、計画自体の基本理念である「市民との協働により事業をすすめる」という視点は含

まれていませんでした。 
そこで、本計画を策定するにあたり、行政評価制度を補完し、より充実した事業分析がで

きるよう、市役所各課が４４４事業すべてを協働の視点から総点検する「事業棚卸」を実施

することとしました。 
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（３）事業棚卸「事業仕分け」と「協働モデル事業」 

「協働」は、「市民＝サービスの受け手」「自治体＝サービスの担い手」という従来型の関

係を、地域のあらゆる力を活用した新たなまちづくりの仕組みに大きく発展させる可能性を

秘めています。市民が地域社会づくりの主役となる、２１世紀にふさわしいまちづくりをす

すめるためにも、これを積極的に推進していくことが重要です。 
このような点から、「協働事業棚卸シート」（別紙3）をもとに、全事業について「行政が
すべき」事業か、「協働で実施すべき」事業かを検証しました。その上で、全事業の中から

特に協働ですすめるべき事業を「協働モデル事業」として仕分けを行いました。 
 
 

「事業棚卸」事業仕分けのイメージ 

イメージ

全事業（総合計画行政評価対象事業　444事業）

市がすべき事業 協働すべき事業

その他の協働事業市民参画重点事業

主要協働事業
（協働モデル事業）

主要協働事業候補
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（４）事業棚卸「事業仕分け」結果 

行政評価対象事業（全４４４事業）のうち、協働すべき事業は２６８事業であり、全事業

に対して約60％でした。そのうち現在すでに協働で実施している事業は１７８事業であり、
協働すべき事業の約66.4％となっています。 
 

全事業数 ４４４事業

市が実施すべき事業 １７６事業

協働すべき事業 ２６８事業

すでに協働を実施 １７８事業

 

  

  協働未実施 ９０事業

 
 
（５）事業棚卸のながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画の進行管理をするために定めた４４４の行政評価

対象事業について、関連各課が別紙に定めるシートをそれ

ぞれ作成し、「市がすべき事業」と「協働すべき事業」の仕

分けを行いました。 

協働棚卸シーﾄをもとに、豊明市協働推進委員の立会いのも

と、所管課、企画政策課、及び事務局（市民協働課）によ

り担い手を仕分けする事業仕分けを行いました。 
さらに全事業の中から、特に協働で進める必要のある事業

（主要協働事業）候補を抽出しました。 

 
協働推進委員会で選定した事業をもとに、関係課と協議し、

同列事業を取りまとめ、主要協働事業３５事業を選定しま

した。 
 

ヒアリング事業仕分け 

協働推進委員会での選定 

再度担当課と協議 

協働棚卸シートの作成 
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式
第
２
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４
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）
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の
概
要

　 　
部

課
又
は
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設
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事
業
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年
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年
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績
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＋
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／
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）

 
●
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５
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の
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連

意
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業
に
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な
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に
す
る
の

か
）
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所
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築
等
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助
金
を
必
要
と
す
る
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内
会
の
数
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２
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２
６
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れ
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２
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整
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協
働
事
業
棚
卸
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ー
ト

「
市
民
」
と
行
政
の
役
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・
協
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催
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わ
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他
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他
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事
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ら
れ
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す
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な
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行
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ら
れ
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チ
ェ
ッ
ク
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わ
り
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の
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は
？

主
要
協
働
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と

備 　 考

後
期

（
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3
～
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2
7
)

誰
と

い
つ
か
ら

前
期

（
H
2
0
～
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2
2
)

今
後
の
課
題

ど
ん
な
内
容
の
協
働
を
し
て
い
ま
す
か

区
･町
内
会

 ２ 　 現 在

 
こ
の
事
業
で
、
現
在

 
す
で
に
協
働
し
て
い
る

 
部
分
は
あ
り
ま
す
か
？

な
い

そ
の
他

①
地
域
住
民
要
望
の
取
り
ま
と
め

②
建
築
（
改
修
）
計
画
の
策
定

③
工
事
契
約

④
施
設
の
維
持
管
理

 １ 　 理 想 ・ め ざ す 姿
そ
の
理
由
は
何
で
す
か
？
（
複
数
回
答
可
）

あ
る

協
働
で
き
て
い
な
い
理
由
は
何
で
す
か
？

 
こ
の
事
業
に
協
働
す
べ

 
き
(
市
民
の
力
を
活
か

 
せ
る
)
部
分
は
あ
り
ま

 
す
か
？

何
の
た
め
に
協
働
す
る
の
で
す
か
？
(
複
数
回
答
可
）

ど
ん
な
内
容
の
協
働
が
考
え
ら
れ
ま
す
か
（
複
数
回
答
可
）

な
い

あ
る

「
市
民
」
の
役
割
は

①
地
域
住
民
要
望
の
取
り
ま
と
め

②
建
築
（
改
修
）
計
画
の
策
定

③
工
事
契
約

④
施
設
の
維
持
管
理

地
域
活
動
の
拠
点
と
し
て
、
よ
り
一
層
利
用
さ
れ
る
よ
う
、
独
居

高
齢
者
等
に
対
す
る
配
食
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
調
理
室
整
備

な
ど
、
要
綱
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

誰
と
（
複
数
回
答
可
）

協
働
の
目
標
年
次

協
働
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
で
す
か

①
③

市
民
が

自
発
的
に
責

任
を
も
っ
て

行
う
も
の

市
民
が
主
体

に
な
っ
て
行

い
、
豊
明
市

が
協
力
す
る

も
の

双
方
が
対
等

に
協
力
し
合

い
な
が
ら
行

う
も
の

豊
明
市
が
主

体
に
な
っ
て

行
い
、
市
民

が
参
加
・
協

力
す
る
も
の

豊
明
市
が

単
独
で
行
う

も
の

市
民
の
領
域
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
政
の
領
域

②

協
働
の
範
囲

行
政

市
民

１
■
事
務
事
業
の
概
要

　 　
部

課
又
は
施
設

　
　

②
項

対
象
と

対
象
の
数

　

意
図
（
対
象
を
事
務
事
業
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
な
状
態
に
す
る
の

か
）

集
会
所
建
築
等
補
助
金
を
必
要
と
す
る
区
･
町

内
会
の
数

１
－
１
事
務
事
業
の

名
称

１
－
２
担
当

１
－
４
事
務
事
業
の

目
的
の
精
査

 １
－
３
総
合
計
画
に

お
け
る
施
策
の
体
系

１
－
５
事
務
事
業
の

内
容

市
民
協
働
課

市
民
活
動
振
興
担
当
係
長
　
浜
島
吉
孝

係

集
会
所
建
築
等
補
助
事
業
（
主
要
事
業
）

評
価
票
作
成
者

区
ま
た
は
町
内
会
が
行
な
う
次
の
集
会
所
建
築
等
の
事
業
に
対
し
て
、
9
0
％
の
事
業
費
補
助
を
行
な
う
。

①
新
築
、
改
築
、
増
築
工
事
は
上
限
4
,
5
0
0
万
円
（
町
内
会
は
3
,
0
0
0
万
円
）
　
②
用
地
整
備
工
事
は
、
上
限
5
0
0
万
円
（
新
築
時
の
み
）
　
③
改
修
工
事
は
、
上
限
3
0
0
万
円
　
④
用
地
取
得
は
、
上
限
3
,
0
0
0
万
円
（
3
0
0
㎡
ま
で
）
な
ど

コ
ー
ド

5
―
1
―
3

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
支
援

交
流
と
市
民
参
加

「
市
民
と
行
政
が
尊
重
し
あ
う
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」

コ
ー
ド

 5
―
1
―
3
―
1

　
⑤
単
位
施
策
(
小
）

補
助
金
を
交
付
し
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
拠
点
と
し
て
の
集
会
所
施
設
が
整
備
さ
れ
る
。

参
加
と
協
働

コ
ー
ド

5
―
1
―
3
―
1
―
1

施
設
整
備
の
支
援

①
節

　
③
基
本
施
策

　
④
単
位
施
策
(
中
）

市
民
活
動
推
進
係

市
民
部
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2 ともに考え、ともに創る 協働モデル３５ 

 

（１）協働モデル事業とは 

総合計画に載せられた事業のうち、その基本理念の「協働」を、すべての人々により身近

で、具体的に理解してもらえるよう、３５の事業を「協働モデル事業」としました。これら

の事業は、特に市民と行政の対話と深い信頼関係を築きながら、協働して進めるべきモデル

事業として推進していきます。 
 
 協働モデル事業とは～主要協働事業の選定ポイント～ 

・ 事業自体の重要度が高いもので、なお且つ市民や地域の力を活かしていくことが欠かせないも

の 
・ その事業を通して、協働の相手となりうる意欲的な人材や団体が生まれてくることが期待され

るもの 
・ その他、先進的な協働の取り組みがされるもの 

 
 
 
（２）行政評価制度と「協働モデル事業」 

協働モデル３５の事業は、総合計画行政評価対象の事務事業から構成されているため、

各々の活動の成果がコストに比してどのような効果をもたらしているか、総合計画の施策に

貢献しているか等、事業そのものの効果は行政評価によって毎年検証されます。 
協働すること自体を目的化するのではなく、協働によって提供したサービスが、総合計画

の施策を十二分に達成できるよう、協働モデル事業は行政評価制度と連動させ、双方が補い

あうことで、よりよい事業実施と協働を推進していきます。、 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画 

 
行政評価制度 協働モデル事業 

 施策評価 基本施策５１ 

事務事業評価 
事務事業４４４ 

基本理念 
協働で創る 
しあわせ社会 

協働事業数35 
対象事務事業数57 
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～
　
と
も
に
考
え
、
と
も
に
創
る
　
協
働
モ
デ
ル
事
業
体
系
図
　
～

項
節

主
要
協
働
事
業

と
も
に
考
え

と
も
に
創
る

協
働
モ
デ
ル
事
業

協
働
モ
デ
ル
３
５

安
全
・
安
心
で
、
う
る
お
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ふ
れ
あ
い
・
支
え
あ
い
の
ま
ち
づ
く
り

い
き
い
き
と
し
た
賑
わ
い
と
活
力
の
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り

個
性
あ
る
文
化
と
豊
か
な
人
間
性
を
育
む
ま
ち
づ
く
り

市
民
と
行
政
が
尊
重
し
あ
う
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

効
率
的
で
顧
客
志
向
の
行
政
経
営

環
境
保
全

水
と
緑
の
環
境
づ
く
り

生
活
安
全
、
安
心

社
会
福
祉

健
康

産
業
振
興

生
涯
学
習
の
推
進

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
・
ス
ポ
ー
ツ
文
化

学
校
教
育

参
加
と
協
働

行
政
経
営

国
際
交
流

１
．
省
エ
ネ
・
省
資
源
の
推
進
事
業

２
．
家
庭
系
ご
み
減
量
化
事
業

３
．
有
機
循
環
推
進
事
業

４
．
市
民
で
守
る
川
辺
環
境
事
業

５
．
市
民
で
創
る
公
共
空
間
事
業

７
．
地
域
を
守
る
防
災
・
防
火
体
制

８
．
安
心
安
全
の
見
守
り
活
動

１
０
．
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
と
お
し
た
健
康
づ
く
り
事
業

１
１
．
自
主
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
子
育
て
支
援
事
業

１
２
．
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
事
業

１
３
．
託
児
サ
ー
ビ
ス
充
実
事
業

１
４
．
独
居
高
齢
者
に
対
す
る
宅
配
給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

１
５
．
障
害
者
の
就
労
支
援
事
業

１
７
．
市
民
の
力
を
活
か
し
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
充
実
事
業

１
８
．
市
民
の
健
康
づ
く
り
運
動
事
業

１
９
．
産
直
所
の
設
置
事
業

２
０
．
市
民
菜
園
設
置
事
業

２
１
．
商
店
活
性
化
事
業

２
２
．
ま
ち
の
魅
力
発
信
事
業

２
３
．
豊
明
秋
ま
つ
り
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
事
業

２
５
．
市
民
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
推
進
事
業

１
６
．
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
活
性
化
事
業

社
会
保
障

２
４
．
生
涯
学
習
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実
事
業

２
６
．
市
民
が
支
え
る
文
化
会
館
運
営
事
業

２
７
．
ボ
ラ
ン
ィ
ア
に
よ
る
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
充
実
事
業

２
８
．
家
庭
教
育
推
進
事
業

２
９
．
と
よ
あ
け
マ
ラ
ソ
ン
開
催
事
業

３
０
．
地
域
で
支
え
る
学
校
づ
く
り
事
業

３
１
．
地
域
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
活
性
化
事
業

３
２
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
情
報
発
信
事
業

３
３
．
男
女
共
同
参
画
講
座

３
５
．
民
間
活
力
推
進
事
業

３
４
．
多
文
化
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
事
業

９
．
普
通
救
命
講
習
会
等
事
業

６
．
二
村
山
の
景
観
保
全
事
業

環
境
課

環
境
課

環
境
課

下
水
道
課

都
市
計
画
課

防
災
安
全
課
　
消
防
総
務
課

防
災
安
全
課
　
学
校
教
育
課
　
児
童
福
祉
課

健
康
課
　
体
育
課

健
康
課
　
児
童
福
祉
課

児
童
福
祉
課
　
生
涯
学
習
課

児
童
福
祉
課

高
齢
者
福
祉
課

社
会
福
祉
課

社
会
福
祉
課

保
険
年
金
課

産
業
振
興
課

産
業
振
興
課

産
業
振
興
課

産
業
振
興
課

市
民
協
働
課

文
化
会
館

社
会
福
祉
課

生
涯
学
習
課

文
化
会
館

図
書
館

生
涯
学
習
課

体
育
課

学
校
教
育
課

人
事
秘
書
課

市
民
協
働
課

市
民
協
働
課

企
画
政
策
課

市
民
協
働
課

消
防
署

都
市
計
画
課

（　
計
　
画
　
推
　
進
　
）

（
　
教
　
育
　
文
　
化
　
）

（
　
都
市
基
盤
産
業
振
興
　
）

（
　
保
　
健
　
福
　
祉
　
）

（
　
生
　
活
　
環
　
境
　
）

（
　
交
流
と
市
民
参
加
　
）
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（1）安全・安心で、うるおいのあるまちづくり  

 

協働事業№ 1 行政評価事業№ 3 

協働事業名 省エネ・省資源の推進事業 

担当課 環境課 

事業概要   各家庭や市民一人ひとりができる省エネや省資源の推進を図る。

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、区・町内会、NPO、学校、スーパーマーケットなど 

現
状 

行政から市民に向けた一方通行のＰＲにとどまっている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①各家庭から省エネ・省資源が実行できるよう環境省の行ってい

るエコファミリー1登録をすすめる。 

②市内のスーパーや環境団体等と協働し、レジ袋の有料化の検討

やエコバックの普及を図る。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1 エコファミリー：毎日の生活で環境にやさしい行動を心がけることを宣言した家族のこと 
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協働事業№ 2 行政評価事業№ 15 

協働事業名 家庭系ごみ減量化事業 

担当課 環境課 

事業概要   

３Ｒ1を理解し、ごみの適正な処理を実践できる市民を増やすこ

とで、ごみ減量を促す。市民が一体となって、大量消費、大量廃

棄していたライフスタイルから限り有る資源を有効に利用する

循環型社会を推進していく。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、区・町内会、子供会、NPOなど 

現
状 

とよあけ生活学校と協働してレジ袋の削減に関する取り組みと

して、マイバック・マイふろしき持参運動を展開している。また、

ごみの組成調査を実施し、分別、減量のアイデア等を豊明まつり

等で発表している。さらに、減量化として、各町内会、子供会を

中心に資源ごみ回収を実施し、循環型社会の形成に推進していた

だいている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①区・町内会等による資源ごみ回収をより定着させていく。 

②家庭での３Ｒを推進するために、各種団体と協働し、ごみが発

生しにくいライフスタイルに転換するための啓発を行っていく。

 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1 3Ｒ：リデュース（減らす）、リユース（再使用）、リサイクル（再資源化）の頭文字をとったもの 
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協働事業№ 3 行政評価事業№ 20 

協働事業名 有機循環1推進事業 

担当課 環境課 

事業概要   

可燃ごみの約半分を占める生ごみを堆肥化して市内の農地に還

元活用し、地力の向上を図る。さらに農産物の地産地消も進め、

有機循環型社会の実現をめざす。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、区・町内会、NPOなど 

現
状 

平成18年度から生ごみ堆肥センター2が稼動し、19年度末までに

は、およそ5000世帯分の生ごみを回収処理する見込みである。

堆肥センターの運営については農協に、堆肥販売については環境

系ＮＰＯ団体等に委託している。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①生ごみ回収拡大エリアの市民に、生ごみの分別排出を徹底させ

るため、区・町内会と協働して周知を図る。 

②生ごみの効率的な運搬をメイツ等の福祉団体に委託する。 

③総合的な有機循環システムの検討を、各界の関係者で構成する

有機循環ネットワーク会議3で進める。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1有機循環：有機資源である「生ごみ」を収集し、堆肥化して農地に還元し、その土地でできた農作物を地元で

消費し、有機資源の循環を図ること 
2堆肥センター：生ごみを堆肥化するための施設で、平成18年4月より稼動した。所在地は、豊明市沓掛町上山
106番地２ 総工費131.245.800円   
3有機循環ネットワーク会議：市民・市民団体・事業所・行政の協働で持続可能な循環型のまちづくりを目指す

ことを目的とした会議 
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協働事業№ 4 行政評価事業№ 30、36、37 

協働事業名 市民で守る川辺環境事業 

担当課 下水道課 

事業概要   

各川流域の住民・関係者・ＮＰＯ等と協力して、各川の水環境を

考える会の創設を支援し自然環境の大切さを感じる人を増やし

ていくとともに、ボランティア活動を通じた自然保護活動を推進

していく。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、区・町内会、NPO、学校など 

現
状 

沓掛小学校・沓掛中学校のクラブ活動で自然観察などが行われて

いる程度で市民団体での活動などはなされていないように思わ

れる。市としては、川や池の水質調査などを行っている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①親子で市内の川など水辺環境の現状を観察して、環境への関心

を高めてもらう取り組みを考えていきたい。 

 

②多くの市民の皆さんが、河川などの水辺環境への関心を高める

ような取り組みを行っていく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 
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協働事業№ 5 行政評価事業№ 39、44 

協働事業名 市民で創る公共空間事業 

担当課 都市計画課 

事業概要   

住民参加のワークショップにより既設の公園の問題点及び要望

をあげていただき、それらの住民の声を取り入れた現代のニーズ

に合致した公園整備を行う。  

地域団体やボランティアの協力により、公園や道路等に設置され

た花壇やプランターに花を植栽し、その維持管理をしていただ

く。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、区・町内会など 

現
状 

・開設後30年以上経過した街区公園の施設が老朽化等により応

急的な修繕では対応できない状況になってきた。 

・公園の花壇は地区のボランティアによって維持管理され、プラ

ンターは地域花いっぱい運動の補助金1により管理されている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①街区公園は毎年1公園を地区住民の参加によるパートナーシ

ップで防災機能を持たせた公園にリニューアルする。 

 

②公園の花壇は年2回の植替えをボランティアによって実施し

花壇の増設を目指す。地域花いっぱい運動は現在参加の8区に加

え各区に参加を促す。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1地域花いっぱい運動の補助金：地域の公共的な施設を、年間を通じて花で飾る事業に対して補助する。（区が対

象） 
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協働事業№ 6 行政評価事業№ 41、53 

協働事業名 二村山1の景観保全事業 

担当課 都市計画課 

事業概要   

二村山一帯は自然環境にあふれた区域で、市の緑地のシンボル的

存在である。しかし、近年維持管理の担い手を失い荒廃が進んで

いる。このため、雑木林を整備し、季節感あふれる美しい自然の

緑地として保全整備していくものである。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、NPOなど 

現
状 

・計画面積の約半分の用地買収を実施したが、Ｈ16以後買取り

希望者は多数あるが事業凍結により買収が進んでいない。 

・二村山環境保全推進協議会2によって、竹林、枯木の伐採、下

枝の剪定等の維持管理されている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①二村山環境保全推進協議会と協働し、保全ボランティアの増強

を図る。 

②将来の用地買収にあわせ、市民参加によるワークショップによ

り緑地保全や散策路整備などの検討を行う。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1二村山：山頂は標高７２メートルで、市内の最高地点となる。一帯は緑地として指定され、湿地や雑木林など

変化にとんだ自然が見られる。 
2二村山環境保全推進協議会：環境NPOや地元行政区などが自主的に組織している団体。 



 
 

 
 
 

43 

 

協働事業№ 7 行政評価事業№ 70、76 

協働事業名 地域を守る防災・防火体制 

担当課 防災安全課、消防総務課 

事業概要   

町内会を基本単位とした自主防災会1により、きめ細やかな防災

体制を確立し、災害時の市民の対応力を高め、被害を最小限にと

どめることができるよう組織強化を図る。 

また、消防団2、婦人防火クラブ3とも連携して各種訓練を実施す

る。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 区・町内会、NPOなど 

現
状 

平成19年度に、市内全域に自主防災組織が設置された。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①自主防災会の連絡協議会を設置し、団体相互に意見交換できる

場を作り、組織の活性化を図る。 

②後期では、地域の連携の輪をさらに大きくし、地域主導で災害

時の被害を最小限にできるようにしていく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1自主防災会：東海・東南海地震やその他の災害に備え、町内会を基本単位として組織された自主的な防災組織。 
2消防団：市内７分団、団員181名により組織され、防火防災活動をしている。 
3婦人防火クラブ：昭和５７年に発足した地域女性の防火団体で、市内36支部・会員1400名を超えている。 
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協働事業№ 8 行政評価事業№ 92、96、160、353

協働事業名 安心安全の見守り活動 

担当課 防災安全課、学校教育課、児童福祉課 

事業概要   

安心安全のまちづくりのため、地域、市民団体、警察、教育委員

会、行政などが連携をとりながら、防犯パトロールや街頭での交

通安全啓発など各種の見守りパトロール活動を展開する。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、区・町内会、学校、NPOなど 

現
状 

市内の５４団体の地域安全ボランティア団体をはじめ、教育委員

会等が登校時の見守りや「さわやか一声運動1」等を展開してい

る。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

各地域安全団体に必要な資材等を提供しつつ、連絡協議会を組織

して支援を広げていく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1 さわやかひと声運動：市民の方たち一人一人がお互いに声をかけあい、防犯に役立てようとする運動。
さわやかな声かけが、地域を明るくし、安心安全の絆を深め、子どもたちを守っていく。 
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協働事業№ 9 行政評価事業№ 86 

協働事業名 普通救命講習会1等事業 

担当課 消防署 

事業概要   

大規模災害及び家庭・事業所においての傷病者発生時に、救急隊

到着までの応急手当が実施できるように、心肺蘇生法、ＡＥＤ2

（自動体外式除細動器）の取り扱い講習を行い、救命率の向上を

図る。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、区・町内会、NPO、企業など 

現
状 

①消防署等にて普通救命、救急講習が年間を通じ多忙傾向となっ

ており、非番日の消防職員も指導員として活動しているのが現状

である。 

②平成１８年からの応急手当普及員制度であるが、資格者の活動

場所が確立されていない。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①年々増加していく応急手当普及員の方々により『普及員の会』

（仮称）を設立する。 

②消防署において救急講習を実施している講習会を消防職員と

普及員で協働して講習を進める。 

③一部の救急講習（地元町内会、地域団体及び企業内）を普及員

で講習会を成立させる。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1普通救命講習会：人工呼吸と心臓マッサージ、及び大量出血時の止血法が、救急車が到着するまで確実に行え

るようにする講習である。なお、希望に応じて、３時間と４時間の講習がある。 
2ＡＥＤ：自動体外式除細動器のことであり、ある特定の心電図で電気ショックを行い、心臓の状態を元に戻す

器械である。 
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（2）健康で安心して暮らせるふれあい・支えあいのまちづくり 

 

協働事業№ 10 行政評価事業№ 109、112、113、114、115、343

協働事業名 ウォーキングをとおした健康づくり事業 

担当課 健康課、体育課 

事業概要   

全世代を通して運動習慣、健康維持の第一歩としてウォーキングを

普及するように努める。個人的に実施するウォーキングのほかに、

ウォーキンググループを中核として毎月ウォーキングを実施し、ウ

ォーキングに取り組む市民を増やしていく。市民が気楽に参加でき

るスポーツイベントとして毎月第１日曜日に市民が二村山を目指

して歩く「市民歩け歩け運動1」を開催する。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、NPO、体育指導員会など 

現
状 

ウォーキング推進グループ2が、主体的に企画・運営を実施している。

ウォーキング実施2年目に入り、参加者へのアンケートを実施し、

意見を取り入れウォーキングの推進・定着に向けて積極的に活動し

ている。「市民歩け歩け運動」は体育指導委員会が企画運営してい

る。 

前
期 

どんな点で市

民・団体の力を

活かしていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

ウォーキングコースの設定・企画・実施を活動内容の柱として、市

内のウォーキング情報等を収集し、他団体と連携・連動してウォ－

キングを推進することができるために、メンバーを増やし自主グル

ープ化する。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1市民歩け歩け運動：市民が気軽に参加でき、健康増進に結びつくスポーツイベント。毎月第１日曜日に各市民

が二村山を目指して歩くもので、平成１８年度は延５，３６９人が参加した。 
2 ウォーキング推進グループ：「とよあけ健康アクションプラン２１」計画に基づくウォーキング作成ののち、
ウォーキング推進のため１８年度に結成されたグループ。月１回市民とともにマップコースを基本に歩いている。 
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協働事業№ 11 行政評価事業№ 125、132、157 

協働事業名 自主グループによる子育て支援事業 

担当課 健康課、児童福祉課 

事業概要   

子育て支援講座の開催や子育て情報誌の発行など、自主グループ

の企画運営により、子育て真っ最中の親の視点とそれをサポート

する経験者双方の視点を交え、市民の目線で子育てを支援する。

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、NPOなど 

現
状 

子育て支援講座「ひまわりひろば1」は平成18年度から自主グル

ープへの委託事業として進めている。 

また、児童館、保育園、子育て支援センターなど児童福祉関連施

設及び事業に様々なボランティアが運営協力していただいてい

る。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①子育て情報誌については、平成20年度以降は補助金の対象か

らはずれることとなるが、講座の参加者を既存グループに巻き込

みながらグループの活性化を図りつつ市民のニーズにあった事

業を推進させていく。 

②子育てボランティアについては、「みんなで子育て隊＠とよあ

け2」を結成して登録ボランィアの意識を高め、子育ての支援に

積極的な事案があれば、協力・支援し事業を進めていく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1 ひまわりひろば：子育て支援の自主グループへの委託事業で、1歳児を持つ親子を対象に、人との交流や学習
会を通して子どもと親相互の健やかな 育ち合いを支援する講座。 
2 みんなで子育て隊＠とよあけ：愛知県少子化対策推進条例が平成１９年４月１日に制定され、同時に地域子育
て力強化事業実施要綱が制定された。その要綱に準拠した形で地域住民参加型による少子化対策への取り組みを

意識醸成や連帯を促進することを目的とした「みんなで子育て隊＠とよあけ」というボランティア組織。（平成

１９年度中に要綱制定予定） 
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協働事業№ 12 行政評価事業№ 1 16、333 

協働事業名 子どもの居場所づくり事業 

担当課 児童福祉課、生涯学習課 

事業概要   

子育てを地域で支えることが重要視されている中、学校や家庭とは

違った居場所である児童館が健全育成としての遊び場となるよう検

討する。 

また、子どもたちが休日を有意義に過ごすことができるように、文

化系のクラブを設立、市民の指導者による子どもたちの居場所づく

りを行う。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、NPOなど 

現
状 

現在の児童館の利用状況は児童クラブ1専用状態ではあるが、児童館

によっては中高生が学校帰りに家庭とは違った場所・状況の中で、

遊びを通して子ども達のリーダー的存在となっている。また、各児

童館では多くの地域ボランティア（22クラブ）により、人形劇や読

み聞かせ、体操と幅広い活動援助（核家族化の中、高齢者とのふれ

あい）のもと事業を展開している。 

また、文化系クラブについては、平成１４年５月発足時は、学校の

部活が中心のクラブであったが、現在はそれ以外の市民の指導者が

中心のクラブが１１クラブ中６クラブ設立されている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①北部児童館での児童クラブが小学校内に移行設置することに

より、児童クラブの専用では無くなることから、児童館による特

徴をもった事業を行うため、地域活動援助のもと居場所づくり事

業を進めていく。 

②文化系クラブについては、市民の指導者を増員し、市民の意

見・アイデアを事業に活かしつつ、子どものニーズにあわせてク

ラブの設立展開をしていく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1児童クラブ：保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校1年生から３年生の留守家庭児童を対象に、学校
授業終了後児童館を利用し適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的としている。 
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協働事業№ 13 行政評価事業№ 166 

協働事業名 託児サービス充実事業 

担当課 児童福祉課 

事業概要   

子育て世代が社会活動等に参加の促進と男女共同参画社会の実

現に向けて、市が主催する事業にかかる臨時保育室を設けて、一

時的に託児サービスを実施する。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、NPOなど 

現
状 

ファミリー・サポート・センター1の提供会員で組織された任意

団体により、市主催の講座等で託児を実施している。この事業に

係る方は、全員子育て経験者で子どもの事故予防等の研修を受講

された方である。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

地域での子育て支援活動を応援できる団体が、託児サービス等を

とおして子育て中の親をサポートし、市民が社会活動等に参加し

やすい環境整備していけるよう、協働で事業を進めていく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1ファミリー・サポート・センター：働く人々と仕事と子育ての両立を支援する目的で労働省（当時）が構想し、

育児の援助を受けたい人、援助したい人が会員となり、助け合う組織。 
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協働事業№ 14 行政評価事業№ 177 

協働事業名 独居高齢者1に対する宅配給食サービス事業 

担当課 高齢者福祉課 

事業概要   
対象世帯の高齢者に対し昼食・夕食を宅配する。宅配給食事業者

の確保、利用者の調整及び安否確認事務を行う。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、区・町内会、NPOなど 

現
状 

現在月～土曜日の間に、昼食週３回以内(２業者)139人、夕食週

３回以内(４業者)74人に実施しており、一人平均月10食利用さ

れている。１食700円(うち200円が配送費)で、負担は本人400

円、市300円補助となっている。食事つくりは大きなエネルギー

を必要とする。また、一人暮らし、高齢者のみ世帯が増加してい

ることから、今後も増加がみこまれる。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

現在、市の補助は300円と配送費を100円上回っている。今後加

入者が増加すれば市負担も増加となる。このため、「利用者の所

得制限、原材料・加工賃は本人、配送費のみ補助」などに補助制

限をして要綱の変更などを検討しなければならない。また補助対

象外の一般世帯へも利用斡旋をすすめて利用者の増加をはかっ

たり、配送方法の工夫などで、配送費用全体の引き下げをすれば

補助単価抑制に効果が生まれてくると考える。①配送方法の工夫

の部分に市民・団体の知恵を借りたい。また現在利用者からの登

録・取り消し等の連絡業務を高齢者係で行っているが、②「業者

への休配達の連絡業務」「不在時の安否確認」を専門的に取り扱

う団体を育成できないかと考えている。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1独居高齢者：独りで暮らす高い年齢（65歳以上）の人をさすが、本市には平成１９年度現在、約１０３０人の
該当者がいる。 
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協働事業№ 15 行政評価事業№ 195 

協働事業名 障害者の就労支援事業 

担当課 社会福祉課 

事業概要   

相談支援事業で障害者の相談業務を充実させるとともに、地域自

立支援協議会において就労関係の各機関や事業者との関わりを

強化する。さらに、市内事業者に障害者の雇用について連携して

いく。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 NPO、企業など 

現
状 

市内企業に対して、障害者雇用に関するアンケート調査を実施し

た。さらに、障害者雇用に関する企業説明会を開催し、各企業に

障害者雇用の現状等を説明した。しかし、障害者雇用に関しては、

具体的な話になるほど企業の姿勢は腰が引けていくのが現状で

ある。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①市の障害福祉計画1では、平成２３年度の障害者の一般企業へ

の就労を平成１７年度の人数（３人）の２倍（６人）にするとい

う目標を設定している。その目標達成に向けて企業へ働きかけ、

連携していく。 

②障害者就労機会創出のＮＰＯとも連携し、就労支援を行ってい

く。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1障害福祉計画：平成１８年度に障害者自立支援法に基づく障害福祉計画を策定。新しい障害福祉制度への移行

を計画的に進めるために、平成１８年度から平成２０年度までの３年間のサービス見込み量とその確保策を掲載。 
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協働事業№ 16 行政評価事業№ 199、206 

協働事業名 ボランティア団体活性化事業 

担当課 社会福祉課 

事業概要   

ボランティア活動をしている市民のネットワーク作りを支援し

たり、ボランティアに興味のある方にそれぞれのボランティアの

内容をお知らせして、活動に結びつける。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、NPOなど 

現
状 

・社会福祉協議会内にあるボランティアセンターを活用し、ボラ

ンティアの育成及び活動の支援を行っている。 

・ボランティアセンター1登録団体５８団体。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

ボランティアセンターを支援し、ボランティアの育成やボランテ

ィアに関する情報・活動の紹介等啓発を行うことで、ボランティ

アへの関心を高め、お互いに支えあう気運の醸成を図るととも

に、新たなボランティア団体の登録数を２７年度までに、７５団

体に増加させる。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1 ボランティアセンター：ボランティアをしたい人（団体）とボランティアの応援を求めている人（団体）を結
ぶ、中間支援組織。本市では、豊明市社会福祉協議会に「豊明市ボランティアセンター」が設置されている。 
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協働事業№ 17 行政評価事業№ 201 

協働事業名 市民の力を活かした福祉サービス充実事業 

担当課 社会福祉課 

事業概要   
障害者（手帳所持者以外も含む）の個々のニーズにあった福祉サ

ービスを提供する。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、NPOなど 

現
状 

平成１８年１０月から地域の実情に合わせた福祉サービスとし

て地域生活支援事業を始めた。現状は、移動支援事業1や日中一

時支援事業2等を福祉サービス事業者に委託して実施している。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

地域サービス支援事業の内、地域活動支援センター3を市内のＮ

ＰＯ法人等が設置して運営できるよう支援する。移動支援事業に

関しても、市内事業者が参入し、運営できるよう支援する。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1移動支援事業：平成１８年１０月から始まった地域生活支援事業のうち、障害者の外出を支援する事業 
2日中一時支援事業：平成１８年１０月から始まった地域生活支援事業のうち、障害者を日中お預かりして、保

護者の介護負担を軽減する事業 
3地域活動支援センター：平成１８年１０月から始まった地域生活支援事業のうち、障害者に対して、創作的活

動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を図る事業 
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協働事業№ 18 行政評価事業№ 220、233 

協働事業名 市民の健康づくり運動事業 

担当課 保険年金課 

事業概要   

健康増進を目的として自主的に活動する既存グループや新たな

グループの立ち上げに積極的に協力し、グループが自力で運営活

動できるようにする。活動に対しては保健師や栄養士など専門的

な職員を派遣して、市民の地域健康づくり活動を支援していく。

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 NPO、サークルなど 

現
状 

市内にはウォーキング、体操、食生活改善など健康づくりを目的

とした グループがいくつかあり、それぞれ活発に活動しており

健康に対する意識は高まっている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

各グループがそれぞれの活動を活発に行うことにより活動の輪

を広げ、それぞれのグループが地域のリーダーとなり行政と協働

して地域の健康づくり運動へと発展していくようにする。    

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 
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（3）いきいきとした賑わいと活力のあふれるまちづくり 

 

協働事業№ 19 行政評価事業№ 272 

協働事業名 産直所の設置事業 

担当課 産業振興課 

事業概要   
産直所の設置により、安心安全で安価な農産物を市民に提供する

とともに、農家の生産意欲を刺激し、農業の活性化を図る。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 農協、農家など 

現
状 

農協が市内２カ所で産直所を開設し、売上高は年間1億円。市民

の期待も高まっている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①農家はトレーサビリテｲ・システム1を構築し、安全安心なブラ

ンドを確立させる。 

②産直所への登録農家数を増やし、さらに多品種を安定的に供給

できる体制をつくるとともに、産直所の増設拡充を図り、消費者

にとって魅力のある施設にしていく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1 トレーサビリテｲ・システム：食品の流通経路情報（食品の流通した経路及び所在等を記録した情報）を活用
して食品の追跡と遡及を可能とする仕組み。これにより、事故発生時の原因究明や食品回収、品質管理の向上や

効率化、消費者に伝える各種情報の充実等に資することが期待される。 
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協働事業№ 20 行政評価事業№ 274 

協働事業名 市民菜園設置事業 

担当課 産業振興課 

事業概要   

市民菜園に関心のある高齢者を中心に、市民の要望に応え、遊休

農地を活用することにより、併せて市内の遊休農地の解消を支援

する。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、農家、農協など 

現
状 

現在６箇所１４９区画あり、農協が管理委託を受け管理してい

る。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①前期には、利用者が管理組合を作り、農協の支援を受け管理す

る。 

 

②後期には、利用者自らが管理運営を行う。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 
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協働事業№ 21 行政評価事業№ 284 

協働事業名 商店活性化事業 

担当課 産業振興課 

事業概要   

商店街が行う活性化事業を支援する。国・県の補助制度を活用し、

商工会、商店街(発展会）等と連携しながら顧客・地域住民のニ

ーズにあった商店街の活性化を図る。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 商工会、発展会など 

現
状 

商工会が主体となって、国、県の補助金を活用し、市内の商店を

紹介する「がんばるボックス1」を設置するなど、認知度を高め

る活動に取り組んでいる。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①商工会青年部等、次代を担う年齢層のネットワークを強化し、

地域への波及効果を高めていく。 

②商工会、商店街(発展会）等と連携しながら、空き店舗の有効

活用を検討していく。 

③インターネットを利用した「電子商店街」の開設・運営など、

次代を担う商店主による将来を見据えた取り組みを行っていく。

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1がんばるボックス：愛知県がんばる商店街推進事業費補助金制度の事業採択を受けた事業。市内商店の良さを

いかに住民に知っていただくかをコンセプトとして、人の往来の多い市内３ヶ所にボックスを設置し希望商業者

に貸し出し、各商業者の商品等の情報発信場所を提供する。 
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協働事業№ 22 行政評価事業№ 289、290、291、297 

協働事業名 まちの魅力発信事業 

担当課 産業振興課 

事業概要   

三大古戦場のひとつである「桶狭間古戦場伝説地」の名称ととも

に歴史のまち「豊明市」のイメージを広く定着させる。また、名

店、名物など地域資源を見直し、地域活性化の手段として積極的

に情報発信を行う。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市内各種団体 

現
状 

毎年６月第1土日に行われる桶狭間古戦場まつり1は主催者とし

て地元が主体となった実行委員会により開催され、メインとなる

武者行列の参加者の募集も市内外に広く呼びかけている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

市内の観光資源を結ぶいくつかのコースを設定した観光ウォー

キングマップを作成する。各コースの途中には物産や飲食店並び

に休憩所となる場所の紹介等を市民等から情報をもらいマップ

の中へ織り込む。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1桶狭間古戦場まつり：織田信長公が天下統一への糸口を作った「桶狭間の古戦場」を舞台に、今川義元公を始

め合戦で亡くなった人たちの霊を慰めるもので、市民を中心に結成された実行委員会が主催者となり毎年6月上
旬の土・日に武者行列、再現劇等のイベントを行っている。 
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協働事業№ 23 行政評価事業№ 292 

協働事業名 豊明秋まつり1リニューアル事業 

担当課 市民協働課 

事業概要   

農協、商工会等の経済団体をはじめ、文化協会などの市内の様々

な団体の協力を得て実施する昭和５８年から続く大きな市民祭

りである。この祭を単なる市民の参加や手伝いだけではなく、市

民主導による真の「市民のまつり」に変革するために様々な見直

しを進めていくものとする。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、区・町内会、学校、NPOなど 

現
状 

１０を越える会場で様々な催しが行われ、延べ来場者数が数万人

となる市内でも有数のイベントである反面、それぞれの企画を行

う事務局は行政の担当各課が行っており、市民主体のまつりとは

いいがたい部分がある。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①農協、商工会、文化協会、社会福祉協議会などこれまでまつり

を支えてきた主要な団体と検討委員会を継続して開催していく。

②鳴子おどり大会など、市民（市民団体）による自主的・主体的

な企画や運営の部分を積極的に進めていく。 

③企業、商店街（発展会）などの協賛を求めていく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1豊明秋まつり：かつては「文化・産業まつり」と呼ばれていたが、昭和58年から「豊明まつり」と命名された。
市内の多くの団体の参加によって企画運営されており、市内でもっとも大きなイベントのひとつとなっている。

例年11月初旬に開催されている。 
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（4）個性ある文化と豊かな人間性を育むまちづくり 

 

協働事業№ 24 行政評価事業№ 309 

協働事業名 生涯学習メニューの充実事業 

担当課 生涯学習課 

事業概要   

市民のニーズに応じた講座を提供し、各種講座の講師として活躍

できる市民（市民講師）の発掘と育成を進め、生涯学習サークル

などと連携した市民の自主運営による講座や発表会の拡大を支

援する。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、サークルなど 

現
状 

各講座の終了時受講生にアンケートを実施し、講座開催の参考と

している。公民館サークル1が講師となる講座を開催している。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①公民館サークルの協力により講座の開催回数を増やす。 

②市民に講座の幾つかを企画段階から担っていただき、事業の企

画運営を通して担える団体を育成していくことで、より市民視点

の講座を開講していく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1公民館サークル：趣味や関心を同じくする人達が集まり、公民館を拠点として生涯学習活動している団体 
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協働事業№ 25 行政評価事業№ 313 

協働事業名 市民フェスティバル1推進事業 

担当課 文化会館 

事業概要   

市内で活動する音楽・演劇団体により組織された市民フェスティ

バル実行委員会により運営・開催される芸術祭。この市民フェス

ティバル実行委員会の運営を促進していく。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 各種文化団体など 

現
状 

平成10年度に第1回が始まり、今年度で第10回目となる。団体

数は、29団体、総人員787名で組織している。活動内容は、コ

ーラス、吹奏楽、演劇、ダンス等様々な部門がある。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

すでに、市民参加事業として実施されており、実行委員会方式で

行っている。今後も参加団体の拡充に努め、開催当日の観客動員

を推進していく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1 市民フェスティバル：市内で活動する音楽・演劇団体等により組織された市民フェスティバル実行委員会によ
り運営・開催される芸術祭。平成１０年度に第１回が始まり、平成１９年度の参加団体数は２９団体、総人員７

８７名。活動内容は、コーラス、吹奏楽、演劇、ダンス等様々な部門がある。 
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協働事業№ 26 行政評価事業№ 314 

協働事業名 市民が支える文化会館運営事業 

担当課 文化会館 

事業概要   

文化会館がより親しみやすい場所となるため、文化事業の企画・

運営をサポートする文化ボランティア組織「文化の風1」の設立

と会員の増加により文化活動を充実させる。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民など 

現
状 

平成18年度より立上げ準備を行い、翌19年度より「文化の風」

として正式設立をした。現在、スタッフ会員10名で運営してい

る。年5～6回の部門会と年2回の全体会を実施している。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

会員の増強を図り、活動の活性化を図っていく。 

文化会館運営事業に協力いただくとともに、現在文化会館が企画

運営している自主事業のいくらかを自主企画していただき、市民

視点の事業を実施していく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1文化の風：文化会館がより親しみやすい場所となるため、文化事業の企画・運営をサポートする文化ボランテ

ィア組織。平成１８年度より立上げ準備を行い、翌１９年度より「文化の風」として正式設立をした。現在、ス

タッフ会員１０名で運営している。年５～６回の部門会と年２回の全体会を実施している。 
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協働事業№ 27 行政評価事業№ 332 

協働事業名 ボランティアによる図書館サービス充実事業 

担当課 図書館 

事業概要   

自主的なボランティアグループまたは個人の活力で図書館事業

の一部(おはなし会・読み聞かせ・本の修理等)をサポートしても

らい図書館サービスの向上を図る。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民など 

現
状 

図書館事業の一部（おはなし会、読み聞かせ、ブックスタート1、

古本市2、図書修理等）をサポートしてもらっている。１９年９

月からは返本・書架整理ボランティアも活動を開始し、学校への

読み聞かせボランティアの派遣は４校（三崎、唐竹、大宮、舘）

となっている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

図書館ボランティアが組織的に活動できるよう支援し、市民に支

えられる、より地域密着の魅力的な図書館サービスが提供できる

ようにする。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1 ブックスタート：地域の保健センターで行われる乳児健診等の機会に、赤ちゃんと保護者にメッセージを伝え
ながら絵本を手渡す運動（豊明市では３か月健診時に実施） 
2 古本市：各家庭で不用になった本のリサイクル市 
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協働事業№ 28 行政評価事業№ 335、336 

協働事業名 家庭教育推進事業 

担当課 生涯学習課 

事業概要   

市内４幼稚園・９小学校・中学生のお子さんをお持ちの親で組織

される各学級がそれぞれ自分たちが学びたいことを年間計画に

上げ、勉強をしながら仲間づくりを行う。平成１９年度からはＯ

Ｂ学級を開設、ミーティング時のアドバイザーなどで活躍、計１

５学級となった。家庭教育学級卒業生の知識、経験を後輩の家庭

教育学級生に伝授するとともに、引き続き家庭教育の充実を推進

する。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 家庭教育学級生など 

現
状 

学級生(市民)自らが「子育てを考えながら、仲間づくり」をテー

マに学びの計画をつくり、１５の学級が運営されており、学んだ

事を地域の方々にも広く伝えていただいている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

子育てについて、他から学んだ事を踏まえて、仲間同士で話し合

うことは少ないと思う。学級生(市民)が、互いに相談相手になれ

るように積極的に仲間づくりを進めていただくとともに、学級卒

業生の経験知識を後輩や地域に還元できるよう進めていく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 
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協働事業№ 29 行政評価事業№ 340 

協働事業名 とよあけマラソン1開催事業 

担当課 体育課 

事業概要   
市民ボランティアスタッフ500名が主体となり｢とよあけマラソ

ン」を開催する。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、区・町内会、各種体育団体など 

現
状 

ボランティアスタッフが主体で実施している。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

ボランティアスタッフは体育課の協力団体である体育協会・体育

指導委員会・レクリエーション協会及びマラソンコースの住民が

主体になっているが、今後は他の団体にもボランティアスタッフ

を呼びかけていく。 

また、資金面においては、引き続き協賛を確保していく等、地域

全体で支えられ運営されるマラソン大会としていく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1 とよあけマラソン：市民を始めとした参加者の健康増進を図り、市外・県外から多くの参加者が集うことによ
り豊明市の知名度アップを図る。コースはJRA中京競馬場を舞台として、市内の街路コースを走る市民マラソ
ンで、コースは１０Kｍ・５Km・２Km・ジョギングで、平成19度の第20回とよあけマラソンの参加者は2,868
名。 
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協働事業№ 30 行政評価事業№ 351 

協働事業名 地域で支える学校づくり事業 

担当課 学校教育課 

事業概要   

地域と学校が連携して教育を実践する社会が望まれている。地域

の人・文化との関わりを通して、豊かな心を持った子供達を育て

るため、学校事業に関わるボランティア活動を推進していく。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民など 

現
状 

学校事業に対する各種ボランティア活動を実施中 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

学校事業にさらに多くの地域ボランィアが参加してもらえるよ

う、学校ボランティア1の増員を図り、活動を拡充していく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1 学校ボランティア：子どもの育成は、学校・家庭・地域社会との連携・協力が必要とされます。その連携・協
力を進める中、教科や総合的な学習等（地域の歴史、文化、伝統など）で、身近な保護者・地域住民が、学区の

子どもたちに教え学びあい、ふれあうことを行っています。その活動をしている保護者・地域住民の方を総称し

て、学校ボランティアと呼んでいます。 
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（5）市民と行政が尊重しあう協働のまちづくり 

 

協働事業№ 31 行政評価事業№ 358 

協働事業名 地域ポータルサイト活性化事業 

担当課 人事秘書課 

事業概要   

制約の多いオフィシャルホームページは行政情報が中心の内容

となり、一方通行の情報発信になりやすい。それを補完するため

に、ＮＰＯなどの運用するサイトとの協働により、ポータル化を

図り、相互通行が可能な情報発信を目指し、より身近な情報を共

有できるポータルサイト1を構築する。また、魅力的なポータル

サイトになるよう情報発信する課とポータルサイト発信者とが

情報交換できるよう支援していく。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 NPOなど 

現
状 

市内でポータルサイトを運営する市民活動団体に対して、広報紙

に掲載している催しもの案内や募集案内を中心に情報を提供し

ている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

広報紙にある情報の抜粋だけではなく、より充実した新鮮な情報

提供をするために情報発信する課とポータルサイト側の情報交

換方法を模索し、ＮＰＯなど限らず各種団体とも協働していく。

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1 ポータルサイト：一般的にインターネットの入口となるWebサイト。検索エンジンやリンク集をはじめニュ
ースなどの情報提供、Webメールサービスや電子掲示板などWeb利用者がインターネット上で必要とする機能
を無料で提供し、集客力を生かして広告などの収入を得るもの。目指す地域ポータルサイトは地域情報を集約し、

アクセスすれば行政情報はもとより、身近な情報もより細かく知ることができるWebサイト。 
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協働事業№ 32 行政評価事業№ 383 

協働事業名 コミュニティ情報発信事業 

担当課 市民協働課 

事業概要   

区や町内会が、自ら開催するイベントの紹介や「お役立ち情報」

など地域の様々な情報を、チラシやインターネットなどを利用し

て、効果的に情報発信ができるよう支援し、コミュニティ活動の

活性化をはかるものである。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 区・町内会など 

現
状 

・各区や町内会は、回覧を中心に地域に情報発信をしている。 

・パソコンなどを使ってチラシを作成する区・町内会は、少しず

つではあるが、増加している。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①区や町内会は、地域活動の活性化のために、チラシやポスター

をはじめインターネットを使った様々な情報発信を積極的に行

っていく。 

②行政は、区・町内会のリーダー研修として、パソコンを使った

チラシ作り等の講座を開催し、効果的な情報発信ができる支援を

行う。 

③支援NPOの協力のもとに、行政は区、町内会の独自のホームペ

ージ作りを支援するため、「電子町内会1」等のモデル地区をつ

くり、情報発信を進めていく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1電子町内会：インターネット上でつくる町内会のホームページ。各種案内などをスピーディに会員に伝えるこ

とができる。 
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協働事業№ 33 行政評価事業№ 387 

協働事業名 男女共同参画1講座開催事業 

担当課 市民協働課 

事業概要   
女性のための学習参加支援講座、親子での体験講座、男女共同参

画講座等、市民の意識向上を図る講座等の開催。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 
市民（市民講師）、市民団体（子育て支援グループ、婦人会等）、ＮＰ

Ｏなど 

現
状 

・女性のための学習参加支援事業を２種類実施。多数の参加があ

り人気が高いが、企画運営は行政側が行っている。 

・男女共同参画事業の企画を広く市民から募集し、事業化できる

よう実施検討を行っている。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①市民や市民団体による市民推進ボランティアを育成し、講座の

企画運営を市民自らが実施することができるようにする。 

②市民や市民団体を講座の講師として積極的に活用していく。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1男女共同参画：1990年代から日本政府が採用した男女平等社会の理念。人権尊重の理念を社会に深く根づかせ、
真の男女平等の達成を目指すものであり、政策・方針決定過程への主体的な参与を重視して“参画”が用いられ

た。男女共同参画基本法では、男女共同参画社会について〈男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的

利益を受けることができ、かつ、共に責任を担うべき社会〉と定義している。 
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協働事業№ 34 行政評価事業№ 402 

協働事業名 多文化共生1のまちづくり事業 

担当課 市民協働課 

事業概要   

外国籍市民2の人たちがトラブルなく市内で暮らせるようにする

ための支援を拡充していく。また、地域の中に外国籍市民が溶け

込み、日本人市民とともに地域社会づくりをすることができるよ

うな環境を整える。最終的に外国籍市民も日本人市民も住みやす

いと感じるまちづくりを進めていく。 

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民、区・町内会、NPOなど 

現
状 

外国籍の市民の人たちの人口が急激に増加し、受け入れ地区にお

いては、文化・生活習慣の違いから様々な生活上のトラブルが起

きている。また、急増する外国籍の市民に対して、多言語による

生活案内や行政上のルールについての情報提供が十分になされ

ていない。外国籍市民・日本人市民の両者ともお互いの立場や考

え方を理解していない。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

①前期は、外国籍市民は情報弱者であるとの観点から、さまざま

な生活情報を多言語で提供することが必要である。このことか

ら、行政情報・地域での情報を行政・市民が協働で多言語で翻訳

し、外国籍市民に届くようにする。また、病院や市役所窓口など

通訳が必要な場合に、外国籍の市民を含むボランティアが、行政

と協力して必要な人を手助けするシステムを構築する。 

②後期は、外国籍の人たちが地域に溶け込むための土壌づくり及

び、外国籍の人たちが自らのコミュニティを作れる土壌づくりを

行っていく。その方法として、行政・日本人市民・外国籍市民が

協働し、外国籍市民のコミュニティの拠点となる場所の確保、各

種情報の入手・伝達方法の確立、外国籍市民を含む市民活動が活

発化に努力する。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1 多文化共生：日本人住民と外国籍市民とが民族や国籍・文化等の違いを乗り越えて、人間として同じであると
いう人権の基本理念に基づいてともに生活していくこと。 
2 外国籍市民：豊明市内に居住するすべての外国籍の市民 
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協働事業№ 35 行政評価事業№ 426 

協働事業名 民間活力推進事業 

担当課 企画政策課 

事業概要   

民間の知識と技術により実施することによって効率的で質の高

いサービスが提供できる事務事業は、民間委託（指定管理者制度
1、市場化テスト2、PFI3など）に移行できるよう推進する事業。

 市民からの意見・アイデアを事業に活かすため 

 市民の力、地域の力が欠かせないため 

 地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため 

 市民が主役の活動が求められるため 

何のための協働か 

 経費削減のため 

協働の相手 市民など 

現
状 

指定管理者制度研究会を横断設置して、調査研究を経営戦略会議

に報告し、市としての導入検討を行った。引続き制度導入を図る。

市場化テストの活用については研究を進め、構造改革特区の提案

申請を行う等、広く民間活力の活用方法を研究した。 

前
期 

どんな点で市民・

団体の力を活かし

ていくか 

（協働の内容） 

 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
目
標 

後
期 

公の施設の運営、管理について指定管理者制度や業務委託を検討

し、最適な民間委託を導入する。情報の収集を積極的に進め、公

共サービスの質向上に努める。公共サービス改革法（市場化テス

ト法）や公募型業務提案制度等の新たな公共サービスの提供手法

も研究する。また事業推進のため、必要に応じて方針やマニュア

ルの策定を行う。なお、事業の推進に当たってはパブリックコメ

ント4による意見聴取や、第５次行政改革大綱5の進行管理をとお

して第三者の評価を受け、進捗や妥当性の検証を図る。 

行政評価事業№は、本協働事業を構成する総合計画行政評価対象事業の通し番号 

「現状」欄は、平成19年度までの状況 

「ステップアップ達成目標年次」欄は、前期は平成20～22年度、後期は平成23～27年度を表す 

                                                   
1指定管理者制度：公共団体等に限定されていた「公の施設」の管理を民間事業者に代行させること。 
2市場化テスト：公共サービスについて、官と民が対等な立場で競争入札に参加し、価格・質の両面で最も優れ

た者が、そのサービスの提供を担っていくこと。 
3 PFI：社会資本整備などの公共サービスの供給を民間主導型で行うこと。 
4 パブリックコメント：政策立案等を行う際に案を公表し、住民等から意見や情報を提出してもらう機会を設け、
提出された意見等を考慮して意思決定を行うこと。 
5第５次行政改革大綱：長期の行財政改革の方針を定めたもので、総合計画や行政評価と連動している。なお、

具体的な実施事項はアクションプランに規定している。 

 

 


